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参考資料－１. 泡消火薬剤について 

泡消火薬剤は、主に液体燃料火災を消火する場合に用いられる。 

➢ 石油など水よりも比重が軽い液体燃料の火災において水による消火を試みた場合、水

が油層の下に沈み燃焼面を覆うことができない。その上、沈んだ水が熱によって急激

に気化・膨張し、液体燃料を飛散させる現象（ボイルオーバーやスロップオーバー）

を誘発する危険性がある。 

➢ これに対し、泡消火薬剤を用いた場合は、発泡させることで空気を含み比重が小さく

なり、燃料表面に展開・滞留することが可能となる。その結果、泡が油面を覆って空

気と燃料の接触を遮断する「窒息効果」により消火することができる。また、高沸点

の油に対しては、泡に含まれる水分の蒸発に伴う「冷却効果」も消火に寄与する。 

 

 

   
写真 1 燃え盛る油火災 写真 2 泡を一斉放射する様子       写真-3 油面を泡で覆い消火 

 

 

［泡立たせるイメージ］ 

出典：（一社）日本消火装置工業会 
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■消防法の分類 

消防法に基づく泡消火薬剤及び泡水溶液の定義は、表 1に示すとおりである。また、泡消火

薬剤の種類は表 2のように分類されている。 

 

表 1 消防法に基づく定義 

泡消火薬剤 基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水（海水を含む）と一

定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消

火に使用する薬剤 

泡水溶液 泡消火薬剤に水（海水を含む）を加え、3 パーセント型にあっては 3 容量パー

セント、6 パーセント型にあっては 6 容量パーセントの濃度にした水溶液をい

う。ただし、大容量泡放水砲用泡消火薬剤にあっては、設計された容量パーセ

ントの濃度にした水溶液をいう。 

出典：泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和 50 年 12 月 9 日自治省令第 26 号）をもとに作成 

 

表 2 消防法に基づく泡消火薬剤の分類 

消防法上の分類 消防法上の定義 分類の観点 

たん白泡消火薬剤 たん白質を加水分解したものを基剤とする泡消

火薬剤 

成分による分類 

合成界面活性剤泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤（水成

膜泡消火薬剤を除く） 

成分による分類 

水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤で、油

面上に水成膜を生成するもの 

機能による分類 

大容量泡放水砲用泡消火薬剤 石油コンビナート等災害防止法施行令第 14 条

第５項に規定する大容量泡放水砲用泡消火薬剤 

用途による分類 

水溶性液体用泡消火薬剤 水溶性の引火性液体の消火に用いる泡消火薬剤 用途による分類 

出典：泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和 50 年 12 月 9 日自治省令第 26 号）及び製造所等の泡消火設備

の技術上の基準の細目を定める告示（平成 23 年 12 月 21 日総務省告示第 559 号）をもとに作成 
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■成分による分類 

泡消火薬剤の消防法上の区分は、成分、機能、および用途が複合的に組み合わされている。

これを主たる構成成分に着目して分類すると、表 3のように整理できる。 

起泡成分の基剤は「たん白質加水分解物」系と「炭化水素系界面活性剤」系に大別される。

一部の薬剤には、消火性能を向上させる目的でフッ素系界面活性剤が添加されている。（なお、

安定剤や不凍剤などの添加剤も含まれるが、本分類においては割愛する。） 

フッ素系界面活性剤を含む薬剤については、含有される物質の種類と含有のされ方、その物

質の化審法における規制状況により概ね以下の三つに分類されることに留意が必要である。 

① 化審法施行令制定附則第四項の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質（以下、「PFOS

等」という。）を使用し、化審法第 28 条第２項に基づき技術上の基準への適合が求め

られるもの（以下、「PFOS 等含有泡消火薬剤」という。） 

② PFOS 等を不純物として含有し、BAT 報告済みのもの 

③ PFOS 等を含有しないもの 

 

表 3 泡消火薬剤の消防法上の分類及び成分による分類 

消防法上の分類 成分による分類 

たん白泡消火薬剤 たん白質加水分解物 

たん白質加水分解物とフッ素系界面活性剤の混合物 

合成界面活性剤泡消火薬剤 炭化水素系界面活性剤 

水成膜泡消火薬剤 炭化水素系界面活性剤とフッ素系界面活性剤の混合物 

大容量泡放水砲用泡消火薬剤 たん白質加水分解物とフッ素系界面活性剤の混合物 

炭化水素系界面活性剤とフッ素系界面活性剤と多糖類あるい

は類似物の混合物 ＜粘性付与水成膜泡＞ 

水溶性液体用泡消火薬剤 たん白質加水分解物とフッ素系界面活性剤の混合物 

炭化水素系界面活性剤とフッ素系界面活性剤と多糖類あるい

は類似物の混合物 ＜粘性付与水成膜泡＞ 

 

■検定・型式番号 

消防法では消防機器等の不良品や不具合品が流通するのを未然に防ぐための検定制度が定め

られており、泡消火薬剤および消火器用消火薬剤は、国家検定に合格した製品しか販売したり

工事に使用したりすることができない。国家検定合格時には、識別番号として製品ごとに「型

式番号」が付与される。型式番号は、次のように表される。 

泡第●●～●●号：「泡消火薬剤」を表す 

薬第●●～●●号：「消火器用消火薬剤」を表す 

なお、水溶性液体用泡消火薬剤は検定制度の対象にならない場合があり、この場合の製品に

は型式番号が付与されない。 

 

  



4 

参考資料－２. PFOS等含有泡消火薬剤について 

フッ素系界面活性剤を含有する泡消火薬剤には、前ページ「■成分による分類」で紹介した

３つの分類が存在し、その分類ごとに化審法・水濁法・廃掃法における規制内容、必要になる

対応が異なる。保有する泡消火薬剤にどのような規制がかかるのか、どのような対応が必要な

のかについては、泡消火薬剤の製造事業者が把握している。当該薬剤の型式番号をもとに、日

本消火装置工業会が公開している一覧表（参考資料－１０参照、最新情報は日本消火装置工業

会の資料を参照）と照合することでも判別が可能である。 

なお、各種環境法令に基づく泡消火薬剤の規制の概要については、参考資料－５に示す。 

 

○日本消火装置工業会 泡消火薬剤の扱いに関する資料（型式番号順一覧表） 

第七報（https://shosoko.or.jp/info/pdf/data2025051301.pdf）令和 8 年 1 月 6 日アクセス 

 

 

■型式別泡消火薬剤の販売状況 

・（一社）日本消火装置工業会が公表している資料をもとに、泡消火薬剤の型式別の販売状

況を整理した結果は表 4に示すとおりである。いずれの型式においても、「生産実績なし・

生産終了」の薬剤が最も多い。「販売中」の薬剤は全ての型式あわせて 56 種類公表されて

おり、うち 28 種類が有機フッ素含有薬剤である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（一社）日本消火装置工業会 HP「泡消火薬剤の扱いに関する資料（型式番号順一覧表）（第七報）」をもと

に集計（https://shosoko.or.jp/info/pdf/data2025051301.pdf） 

 

 

■泡消火薬剤中の PFOS 等の濃度について 

①原液中の濃度 

・泡消火薬剤中の PFOS 等含有率について、日本消火装置工業会が公表している情報を表 5

～表 7に示す。表 5から表 7については最新の情報が更新される可能性があり、日本消火

装置工業会の web サイトから最新の情報を確認する必要がある。また、この他にも製造事業

者が含有量を公開している可能性がある。 

・アンケート回答の集計・分析において、『○○％未満』の場合は最大値である『○○％』

を使用する。『約□％』の場合はそのまま『□％』を使用する。 

その他
有機フッ
素化合物
使用

有機フッ
素化合物
不使用

不明
有機フッ
素化合物
使用

有機フッ
素化合物
不使用

不明
有機フッ
素化合物
使用

有機フッ
素化合物
不使用

不明
有機フッ
素化合物
使用

在庫限り 16 0 0 12 0 0 0 0 0 1 29
注文受付終了 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
販売中 9 0 0 17 5 0 0 23 0 2 56

生産実績な
し・生産終了

78 0 2 38 22 1 5 28 8 14 196

不明 0 0 13 0 0 7 0 0 24 0 44
計 17 336127 102 90

水成膜泡消火薬剤 たん白泡消火薬剤 合成界面活性剤泡消火薬剤

計項目

表 4 型式別泡消火薬剤の販売状況 

https://shosoko.or.jp/info/pdf/data2025051301.pdf
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・PFHxS とその塩が含有されている泡消火薬剤の製造実績は現時点で確認されていない。 

 

表 5 PFOSを含有する泡消火薬剤 

№ 型式番号 製造者名 商品名 型式 
PFOS 

含有率 

1 泡第 51～7 号 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3031 水成膜泡 6％ 

(－5℃～+30℃) 

約 1% 

2 泡第 53～5 号 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3033 水成膜泡 3％ 

(－5℃～+30℃) 

約 2% 

3 泡第 60～2 号 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3103 水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 

約 1% 

4 泡第 60～5 号 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3104 水成膜泡 6％ 

(－10℃～+30℃) 

約 0.5% 

5 泡第 8～1 号 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ FC-3073 水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃） 

約 1% 

6 泡第 1～6 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐623  水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃)  

1%未満 

7 泡第 1～7 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐626 水成膜泡 6％ 

(－10℃～+30℃) 

0.05%未満 

8 泡第 4～4 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F‐633S 水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃) 

0.05%未満 

9 泡第 7～1 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AGF 合成界面泡  6％
(－5℃～+30℃) 

0.05%未満 

10 泡第 8～2 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ N‐103  水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 

0.05%未満 

11 泡第 11～1 号 ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AGF-3 合成界面泡  3％
(－5℃～+30℃) 

0.05%未満 

12 泡第 9～3 号 深田工業㈱ ﾌｶﾀﾞ・ﾌﾛﾛｱﾙｺﾌｫｰﾑ G たん白泡 6％ 

(－10℃～+30℃) 

0.05%未満 

13 泡第 10～5 号 深田工業㈱ ﾌｶﾀﾞ・ﾌﾛﾛｱﾙｺﾌｫｰﾑ G たん白泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 

0.05%未満 

14 泡第 10～1 号 ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 310 水成膜泡 3％ 

(-10℃～+30℃) 

約 0.006% 

15 泡第 11～2 号 ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 320 水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃) 

約 0.006% 

16 泡第 11～5 号 ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ㈱ ｱﾙﾌｧﾌｫｰﾑ 605 水成膜泡 6％ 

(－5℃～+30℃) 

約 0.003% 

17 泡第 15～4 号 ﾔﾏﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ CF ﾌｫｰﾑ 310 水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 

約 0.006% 

18 泡第 1～5 号 ㈱初田製作所 ﾊﾂﾀﾌｫｰﾑ AF3（-10℃） 水成膜泡 3％ 

(-10℃～+30℃) 

約 0.12％ 

19 泡第 63～9 号 ㈱初田製作所 ﾊﾂﾀﾌｫｰﾑ AF3（-20℃） 水成膜泡 3％ 

(-20℃～+30℃) 

約 0.20％ 

20 
泡第 1～1 号 原田産業㈱ ｱﾝｶﾞｽ・ﾄﾘﾄﾞｰﾙ・ｽｰﾊﾟｰ 

水成膜泡3％(-20℃
～+30℃) 

約 0.20％ 

21 
泡第 4～1 号 (有)オーエン ｱﾝｶﾞｽ・ﾄﾘﾄﾞｰﾙ・ｽｰﾊﾟｰ 

水成膜泡3％(-20℃
～+30℃) 

約 0.20％ 

22 
泡第 4～2 号 モリタ宮田工業㈱ ﾐﾔﾌｫｰﾑ AF3 

水成膜泡 3％ ( －
10℃～+30℃) 

1%未満 

23 
泡第 4～3 号 モリタ宮田工業㈱ ﾐﾔﾌｫｰﾑ AF3 

水成膜泡 6％ ( －
10℃～+30℃) 

0.05%未満 

24 型式番号無し 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱  ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ ATCFC-3035 水溶性液体用泡消
火薬剤 

約 1% 

25 型式番号無し 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ ﾗｲﾄｳｫｰﾀｰ ATCFC-600 水溶性液体用泡消
火薬剤 

約 1% 
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№ 型式番号 製造者名 商品名 型式 
PFOS 

含有率 

26 型式番号無し ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ F-610AT 水溶性液体用泡消
火薬剤 

0.05%未満 

27 型式番号無し ＤＩＣ㈱ ﾒｶﾞﾌｫｰﾑ AT-3 水溶性液体用泡消
火薬剤 

0.05%未満 

28 型式番号無し ㈱初田製作所 ﾏﾆﾌｫｰﾑ 水溶性液体用泡消
火薬剤 

不明 

出典：日本消火装置工業会作成「ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を使用した泡消火設備に関する取扱いについて（説明書 

平成 27 年 6 月,令和 2 年 1 月一部変更）」、「泡消火薬剤の扱いに関する資料（第七報）」をもとに作成 

 

表 6 PFOSを含有する噴霧消火薬剤 
№ 型式番号 霧消火剤の 

型式番号 

製造者名 商品名 型式 PFOS 

含有率 

1 型式番号無し 鑑特第 116 号 能美防災㈱ NCA211 噴霧消火剤 2％ 

(－10℃～+30℃) 

1%未満 

出典：日本消火装置工業会作成「ＰＦＯＳ含有泡消火薬剤を使用した泡消火設備に関する取扱いについて（説明書 

平成 27 年 6 月,令和 2 年 1 月一部変更）」をもとに作成 

 

表 7 PFOAを含有し、化審法規制対象となる泡消火薬剤（日本消火装置工業会調査分※） 

№ 型式番号 製造者名 商品名 型式 
PFOA 
含有率 

1 
泡第 1～2 号 日新理化産業(株) ﾌﾛﾛﾌｨﾙﾑﾌｫｰﾑ 6% 

水成膜泡 6％ 

(－5℃～+30℃) 
約 0.003% 

2 
泡第 1～3 号 日新理化産業(株) ﾌﾛﾛﾌｨﾙﾑﾌｫｰﾑ 3% 

水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 
約 0.005% 

3 
泡第 10～4 号 日新理化産業(株) 

ﾌﾛﾛﾌｨﾙﾑﾌｫｰﾑ 3% 超耐
寒型 

水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃) 
約 0.006% 

4 
泡第 14～4 号 (株)初田製作所 ﾊﾂﾀﾆｭｰﾌｫｰﾑ AF3 

水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 
約 0.005% 

5 
泡第 15～5 号 (株)初田製作所 ﾊﾂﾀﾆｭｰﾌｫｰﾑ AF3-20 

水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃） 
約 0.006% 

6 
泡第 14～3 号 (株)モリタ ﾗﾋﾟﾀｯｸⅡ 

水成膜泡 3％ 

(－20℃～+30℃)  
約 0.006% 

7 泡第 6～2 号 
モリタ宮田工業㈱ ﾐﾔﾌｫｰﾑ AF3 

水成膜泡 3％ 

(－10℃～+30℃) 
約 0.005% 

8 泡第 6～3 号 
モリタ宮田工業㈱ ﾐﾔﾌｫｰﾑ AF3 

水成膜泡 6％ 

(－5℃～+30℃) 
約 0.003% 

※日本消火装置工業会によれば、工業会に属していない企業や事業撤退・倒産した企業が型式を保有している泡

消火薬剤について調査を進めているが、情報が乏しく現時点において正確な情報を公開することが困難。上表

に記載のない製品であっても化審法規制対象製品である場合があります。 

出典：日本消火装置工業会作成「ＰＦＯＡ等が使用されている泡消火薬剤の取扱いについて第三報（令和４年１月）」、

「泡消火薬剤の扱いに関する資料（第七報）」をもとに作成 

 

②泡水溶液中の濃度 

・泡消火薬剤は原液で貯蔵され、使用時には水で希釈される。一般的な製品は 3%型または

6%型であり（表 5の型式の％表示）、例えば 3%型は水 97 に対し薬剤 3 の割合で混合し

て使用（放出）される。規定の濃度で混合されないと、十分な消火性能が発揮されない。 

・泡消火設備の誤作動による漏洩事故時等には、原液が水に希釈されて泡水溶液として漏洩

する。 

  



7 

参考資料－３. PFOS等含有泡消火薬剤が充填された消火設備 

消火用の器具・設備のうち、PFOS 等含有泡消火薬剤が充填されている可能性があるものは

以下のとおりである。 

○ 消火器の場合、PFOS 等含有泡消火薬剤が充填されている可能性がある。 

○ 泡消火設備の場合、貯蔵槽（泡原液タンク）に泡消火薬剤の原液が貯蔵されている。ま

た、予備充填用の原液がポリタンクで保管されている場合がある。貯蔵槽から泡放出口（泡

ヘッド）への配管には、原液が水で希釈されて充填されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「PFAS ハンドブック」令和 7 年 12 月 

 

■消火器について 

・消火器には、一般住宅等に設置される「住宅用消火器」と、消防法令等により設置義務の

ある場所に設置される「業務用消火器」がある。 

・「業務用消火器」のうち、「強化液（中性）消火器」及び「機械泡消火器」の一部に PFOS

等を含む薬剤が使われている可能性がある。 

 

■泡消火設備について 

・泡消火設備は、水による消火方法では適さない油火災等において、燃える油面を泡で覆う

ことで消火する設備である。 

・泡放出口、配管、加圧送水装置や貯蔵槽（泡原液タンク）が地面や建築物等に固定されて

いる 「固定式の泡消火設備」と、泡放出部が泡ノズル、ホース接続口で構成されたもの

を人が操作して消火する「移動式の泡消火設備」がある。 

・一部の固定式、又は移動式の泡消火設備で、PFOS 等含有泡消火薬剤が充填されている泡

消火設備が使用されている可能性がある。 
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参考資料－４. 法令に基づく泡消火設備の設置場所 

○ 消防法に基づき泡消火設備を設置できる施設は、危険物施設（消防法第 10 条）や、防火

対象物（消防法第 17 条）である。 

○ 石油コンビナート等災害防止法等の消防法以外の法令に基づき、泡消火設備等が設置さ

れている場合もある。 

 

■消防法に基づき泡消火設備を設置可能な危険物施設 

・表 8に、危険物施設への泡消火設備の設置に係る消防法の主な規定を示す。 

・原則として、電気設備や禁水性の危険物を除く消火対象物に対し、泡消火設備を選択し設

置することができる。 

・「著しく消火困難な製造所等」に区分される施設のうち、特定の屋外タンク貯蔵所やセル

フ用給油取扱所等においては、固定式泡消火設備の設置が義務付けられている。一方、こ

れらに該当しない屋外・屋内タンク貯蔵所等においても、施設の種類や取扱う危険物等に

応じて、適応する消火設備の一つとして泡消火設備を選択・設置することが可能である。 

・これらの規定から、泡消火設備は、液体燃料・塗料・溶剤・可燃性ガス等を扱う工場や貯

蔵所、給油取扱所（特にセルフ式ガソリンスタンド）に多く設置されている。 

 

表 8 危険物施設への泡消火設備の設置に係る消防法の主な規定 
 危険物施設（消防法第十条） 

対象 指定数量以上の危険物を取扱う製造所、貯蔵所、取扱所（危険物令第 2 条、第 3 条） 

消防設備

の基準 

➢ 消火対象物ごとに、適応する消火装置を規定している。（危険物令別表第 5） 

対象物の区分 泡消火設備（選択

できる物に○）注 

建築物その他の工作物 ○ 

電気設備  

第一類の危険物 

（酸化性固体） 

アルカリ金属の過酸化物又はこれを

含有するもの 

 

その他の第一類の危険物 ○ 

第二類の危険物 

（可燃性固体） 

鉄粉、金属粉もしくはマグネシウム又

はこれらのいずれかを含有するもの 

 

引火性固体 ○ 

その他の第二類の危険物 ○ 

第三類の危険物 

（自然発火物質、

禁水性物質） 

禁水性物品  

その他の第三類の危険物 ○ 

第四類の危険物（引火性液体） ○ 

第五類の危険物（自己反応性物質） ○ 

第六類の危険物（酸化性液体） ○ 

（注）泡消火設備以外に、消火栓設備、スプリンクラー設備、水蒸気・水噴霧消火設備、不活

性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、各種消火器、その他の消火設

備について、対象物の区分に応じて選択可否が規定されている。 
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 危険物施設（消防法第十条） 

➢ 「著しく消火困難な製造所等」に対して、設置する消火設備を特定している。（危険物規

則第 33 条第 1 項） 

製造所等 設置する消火設備※1、※2、※3 

第一種 第二種 第三種 制限がある

場合は記載 

製造所および一般取扱所 ○ ○ ○全て 

屋内貯蔵所  ○ ○移動式以外 

屋外タ

ンク貯

蔵所 

地中タン

ク及び海

上タンク

以外 

硫黄等のみ   ○水蒸気、水噴霧 

引火点 70℃以上の第

四類の危険物のみ 

  ○水噴霧、固定式の

泡 

その他   ○固定式の泡 

地中タンク   ○固定式の泡、移動

式以外の不活性ｶﾞｽ・

ﾊﾛｹﾞﾝ化物 

海上タンク   ○固定式の泡、移動

式以外の不活性ｶﾞｽ・

ﾊﾛｹﾞﾝ化物 

屋内タ

ンク貯

蔵所 

硫黄等のみ   ○水蒸気、水噴霧 

引火点 70℃以上の第四類の危険

物のみ 

  ○水噴霧、固定式の

泡、移動式以外の不

活性ｶﾞｽ・ﾊﾛｹﾞﾝ化物・

粉末 

その他   ○固定式の泡、移動

式以外の不活性ｶﾞｽ・

ﾊﾛｹﾞﾝ化物・粉末 

屋外貯蔵所及び移送取扱所 ○ ○ ○全て 

給油取扱所   ○固定式の泡 

※1 第一種消火設備：屋内消火栓設備または屋外消火栓設備 

第二種消火設備：スプリンクラー設備 

第三種消火設備：水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 

※2 選択できる物に○、条件付きの場合は表中に記載。 

※3 この他、第四種消火設備（大型消火器）と第五種消火設備（小型消火器）についても設置

個数や範囲等の基準がある。 

 

 

① 

 

② 

図 1 セルフ式ガソリンスタンドにおける泡消火設備の設置例 
出典：危険物保安技術協会（https://www.khk-syoubou.or.jp/guide/test_confirm.html） 

消防庁危険物保安室（2025）危険物施設における泡消火設備の見直しについて 
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①パッケージ型固定泡消火設備 ②セルフ式ガソリンスタンドにおける泡消火剤の放出例 

本体から地下配管を介してガソリン計量機付近の泡放出口と接続されており、そこから泡消

火剤が放出される構造となっている。 

 

■消防法に基づき泡消火設備を設置可能な防火対象物 

・泡消火設備の設置が可能な防火対象物を表 9に示す。これらの防火対象物では、複数の適

応消火設備から選択して設置することができる。 

・これらの規定から、泡消火設備は、集合住宅、商業施設、オフィスビル、病院、公共施設

等の駐車場において多く設置されているほか、自走式立体駐車場への導入事例も多い。 

・なお、表中の「駐車用部分 200 m2」は、車両約 10 台分が駐車できる程度の広さである。ま

た、自走式立体駐車場の屋上階や、屋内であっても壁の開口率が高い（煙が滞留しにくく、

人が消火活動を行える）駐車場には、移動式粉末消火設備が設置される事例が比較的多い

（図４）。 

表 9 防火対象物のうち泡消火設備を設置できる箇所（消防法施行令第 13条） 

 消火設備（選択できるものに○） 

水噴霧 泡 
不活性 

ガス 

ハロゲン 

化物 
粉末 

飛行機又は回転翼航空機の格納庫 

（令別表第一（13）ロ） 
 ○   ○ 

防火対象物の屋上部分ヘリポート  ○   ○ 

防火対象物の道路用部分 

・屋上で 600 m2以上 

・その他で 400 m2以上 

○ ○ ○  ○ 

防火対象物の自動車修理・整備用部分 

・一階で 500 m2以上  

・地階又は二階以上で 200 m2以上 

 ○ ○ ○ ○ 

防火対象物の駐車用部分 

・一階で 500 m2以上   

・屋上で 300 m2以上 

・地階又は二階以上で 200 m2以上 

・機械式駐車場で収容台数が 10 以上 

○ ○ ○ ○ ○ 

令別表第

一に掲げ

る建築物

その他工

作物で、指

定可燃物

を一定以

上貯蔵又

は取り扱

うもの 

綿花類、木毛及びかんなく

ず、ぼろ及び紙くず（動植物

油がしみ込んだもの以外）、

糸類、わら類、再生資源燃料

又は合成樹脂類（不燃性又は

難燃性以外） 

○ ○ ○   

動植物油がしみこんだぼろ

及び紙くず又は石炭・木炭類 
○ ○    

可燃性固体類、可燃性液体類

又は不燃性若しくは難燃性

の合成樹脂類 

○ ○ ○ ○ ○ 

木材加工品、木くず ○ ○ ○ ○  

（注）本表の「防火対象物」は、特定の条件が記載されていない限りは、消防法施行令別表第一に掲げられた防火対

象物の全て。 

出典：消防法施行令第 13 条をもとに泡消火薬剤に関するもののみ抜粋して作成。  
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貯蔵槽 ポリタンク 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

泡ヘッドへの配管 

 

図 2 駐車場に配備されている泡消火薬剤の貯蔵タンク・ポリタンク・配管の一例 

貯蔵槽に貯蔵されている薬剤と、ポリタンク等に入った薬剤や、配管内の泡水溶液がある。 

出典：㈱エックス都市研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 駐車場の泡消火設備の構成例 
出典：（一社）日本消火装置工業会 

①配管内は水圧が掛かっている

②火災発生⇒熱で感知ヘッドが弾ける

③圧力が抜ける

④差圧バランスが崩れ一斉開放弁開

⑤泡ヘッドから泡放射

⑥消火ポンプ起動、本格放射

⑦人の手動起動弁開操作で同じことが起こせる

⑦

①

②④

⑤

⑥
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屋上の駐車場 

 

移動式粉末消火設備 

 

屋内であっても開口率が高い例 

図 4 移動式粉末消火設備が設置されている駐車場の例 

出典：（一社）日本消火装置工業会 

 

■消防法以外の法令に基づき、泡消火設備が設置される可能性のある場所 

・消防法以外の法令に基づき泡消火設備等が設置されている事例を以下に示す。 

－都市部の道路のトンネル（道路法に基づく消火設備として、水消火栓と併せて泡消火

栓が設置されているところが存在） 

－石油コンビナート等災害防止法における特定事業所や、消防法に基づく自衛消防組織

を設置する事業所（化学消防車のタンク内および予備備蓄として泡消火薬剤を保有） 

－船舶安全法対象の船舶、特にタンカーや客船 

 

 

図 5 大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車（３点セット）による運用例 
出典：消防庁特殊災害室（2023）危険物保安技術協会 機関紙「Safety & Tomorrow」第 210 号 

法令解説「石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令」及び「石油コンビナート等における

特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令」の公布について  
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参考資料－５. 環境関連法令との関係 

○【保管・使用時】化審法に基づき、PFOS 等含有泡消火薬剤の取扱事業者は、環境汚染を防

止するため、国が定める技術上の指針に従い、適正な保管・表示を行うとともに、漏出・

放出防止等の措置を講じなければならない。 

○【事故・漏洩時】公共用水域へ当該薬剤が流出した場合、水質汚濁防止法に基づき、施設

設置者は直ちに応急措置を講ずるとともに、自治体への届出を行う義務がある。なお、PFOS

等を不純物として含有し、BAT 報告が行われたために化審法第 28 条第２項に基づく技術

上の基準への適合が求められない薬剤であっても、製造時期によっては水濁法の対象とな

る可能性があるため注意を要する。 

○【廃棄時】PFOS 及び PFOA を含有する泡消火薬剤や泡水溶液を廃棄物として処理する場

合は、廃棄物処理法及び「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」

に従って処理する。 

 

表 10 法令別の規制対象者と規制内容 
法令 化審法 水質汚濁防止法 廃棄物処理法 

対象者 ・業として扱う者 ・指定施設の設置者 ・排出事業者 

規制内容 ・保管、表示 

・漏出時の措置 

・点検、帳簿保存 等 

・事故・災害による流出時に

汚染拡大防止の応急措置、

届出 

・消火活動による流出時の関

係機関への情報提供 

・通知 

・適切な処理 

 

「泡消火薬剤の取扱いに関する資料（第七報）2025 年 5 月 9 日発行 日本消火装置工業会」

内に掲載されている泡消火薬剤等 336 製品を、化審法や水濁法の規制対象になるかという観

点で整理すると以下のようになる。 

① PFOS 含有、化審法対象、水濁法対象         36 製品 

② PFOS 非含有、PFOA 含有、化審法対象、水濁法対象          8 製品 

③ PFOS 非含有、PFOA 含有、化審法対象外、水濁法対象       36 製品 

④ PFOS 非含有、PFOA 含有、化審法対象外、製造時期により水濁法対象    112 製品 

⑤ PFOS と PFOA 非含有、フッ素系界面活性剤使用、化審法と水濁法共に対象外  11 製品 

⑥ フッ素系界面活性剤非含有、化審法と水濁法共に対象外      78 製品 

⑦ フッ素系界面活性剤の使用状況不明のため分類できない      55 製品 

化審法対象…化審法第 28 条第 2 項で示される技術基準の対象 

水濁法対象…水濁法第 14 条の 2 で規定される措置の対象となりうる薬剤 

 

■化審法 

【対象物質】 

・第一種特定化学物質である PFOS 等は、その製造輸入等が原則禁止されている（化審法第

17 条～第 34 条）。 
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・規制の適用前に製造され、既に配備されている PFOS 等を使用した泡消火薬剤や消火器に

ついては、消火の目的で使用することが認められている。ただし、環境への排出を抑制す

るため、取扱いにあたっては国が定める「取扱上の技術基準」等を遵守しなければならな

い。  

 

＜不純物として第一種特定化学物質が含まれていた場合の運用（BAT 対応）＞ 

・不純物として含まれる第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術（BAT）」

の原則に基づき、以下の要件を満たす限り、化審法の第一種特定化学物質としては取り扱

わない運用がなされている。 

適用要件：厚生労働省・経済産業省・環境省の事前確認を受けた低減方策を講じ、か

つ、自主管理上限値以下で管理されていること 

・不純物としてごく微量の PFOS 等を含有するフッ素系界面活性剤を使用した泡消火薬剤で

あっても、BAT 原則に基づく運用が適用されていれば、化審法に基づく「取扱上の技術基

準」は適用されない。 

 

【適合義務者】 

・PFOS 等が使用されている消火器、消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤を業として使用する

者と取り扱う者（以下、「取扱事業者」という。）は「取扱上の技術基準」への適合義務

を負う（化審法第 28 条第 2 項）。取扱事業者には、具体的には以下の事業者が該当する。 

   ○消防機関 

○消防用設備等の点検事業者 

○石油コンビナートの自衛防災組織 

○危険物を取り扱う石油精製事業者（泡消火設備の法定点検を専門に行っている事業

者と同様の点検を行っている者に限る。） 

○自衛隊及び空港に配置される消防隊等 

・なお、駐車場に泡消火設備を設置している防火対象物の関係者（所有者、占有者又は管理

者）は、火災時の使用に備えて当該設備を常備しているだけであるため、取扱事業者に該

当しない。 

（参考）消防庁通知（平成 22 年 9 月 3 日）「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表ＰＦＯＳ又はそ

の塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の

基準を定める省令の施行に伴う留意事項について（通知）」 

 【取扱時に適合すべき義務等】 

・保管の形態によって取扱いが異なる。 

・対象区分 A には、消防法上の検定・点検義務が課されている（検定の概要は参考資料－１

「■検定・型式番号」、点検義務は参考資料－６を参照）。 

対象区分 A 消火器及び消火薬剤が充填された消火設備 

対象区分 B 消火薬剤等（ポリ容器等入りの状態） 

汚染物（PFOS 等が付着している布、その他） 
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対象区分 条文 概要 

対 象 区 分

A・B に共通

の措置 

漏出（技術基準第 6 条） 保管時や移替え時に漏出した場合、漏出拡大防止、漏

出薬剤の回収、汚染物の密閉保管 

点検・訓練時の放出（技術

基準第 8 条）注 1 

点検・訓練時の放出薬剤の回収、汚染物の密閉保管 

譲渡・提供（表示告示） 他者への譲渡・提供にあたって所定の事項を表示 

対象区分 B

の措置 

保管（技術基準第 2 条） ポリタンク等の密閉式の堅固な容器で保管、屋内で床

がコンクリートや合成樹脂等の場所に保管 

表示（技術基準第 3 条） 容器や保管場所に消火薬剤保管の旨を表示 

点検（技術基準第 5 条） 容器の定期点検、異常時は速やかに補修、点検記録を 5

年間保存 

帳簿（技術基準第 7 条） 事業所ごとに保管数量を記録した帳簿を作成、5 年間

保存 

移替え（技術基準第 4 条） 消火薬剤の移替え時に飛散・漏出防止 

注 1 火災時等の非常時の使用（放出）については技術基準の対象外。 

技術基準：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表ＰＦＯＳ又はその塩

の項、ＰＦＯＡ若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物

質の項又はＰＦＨｘＳ若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器

用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 

表示告示：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表ＰＦＯＳ又はその塩

の項、ＰＦＯＡ又はその塩の項又はＰＦＨｘＳ若しくはその異性体又はこれらの塩の項に

規定する製品でＰＦＯＳ又はその塩、ＰＦＯＡ又はその塩又はＰＦＨｘＳ若しくはその異

性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学

物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 

 

■水質汚濁防止法 

【対象物質】 

・PFOS 及び PFOA は、水質汚濁防止法において「指定物質」に指定されている（2023 年 2

月 1 日施行）。 

指定物質・・・公共用水域に多量に排出されることにより、人の健康もしくは生活環境

に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（水質汚

濁防止法第 2 条第 4 項） 

 

＜不純物に関する運用（BAT 対応）＞ 

・不純物としてごく微量の PFOS 等を含有するフッ素系界面活性剤を使用した泡消火薬剤で

あっても、BAT 原則に基づく運用が適用されていれば、水質汚濁防止法第 14 条の２に定

める事故時の措置の対象外とする運用がなされている。 

 

【適合義務者及び適合すべき義務等】（水質汚濁防止法第 14 条の 2） 

適合義務者：指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設（指定施設）を設置する工場

又は事業場の設置者 
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適合すべき義務：事故（災害を含む）により、指定施設から指定物質を含む水が公共用水

域等に流出した際は、汚染が広がらないよう、応急の措置を講じ、事故の状況

や講じた内容等を都道府県知事等に届出する。 

PFOS 又は PFOA を含有する泡消火薬剤の貯蔵量が少量であっても指定施設

になり、河川、湖沼、地下等に排出された場合は届出が必要となる。 

［届出事項の例］事業場名称・所在地、施設の概要、事故の状況、講じた措置、

担当者連絡先 

消火活動時の情報提供：「消火活動」は事故ではないため届出等の義務は生じない。しか

しながら、PFOS 等の環境中への流出実態を的確に把握する観点から、指定施

設の設置者が消火活動を行って PFOS 等含有泡消火薬剤が公共用水域等に流出

した場合も、都道府県知事等への情報提供を行うことが重要である。 

［情報提供の例］PFOS 等含有消火剤の使用日時・使用場所・使用製品名・PFOS

等含有量・使用量（環境排出量）・排出先の河川等の状況・関係者連絡先 

 

■廃棄物処理法 

【対象物質（対象廃棄物）】 

・廃棄する PFOS 等含有泡消火薬剤 

・点検、訓練、泡消火設備の解体、漏洩時の措置などに伴って排出される PFOS 等含有泡消

火薬剤や、それらをふき取った後の布・紙などの汚染物 

 

【適合義務者】 

・排出事業者（泡消火設備や泡消火薬剤の所有者、点検事業者、設備解体事業者等） 

 

【適合すべき義務等】 

・廃棄する PFOS 等含有泡消火薬剤や PFOS 等汚染物は、産業廃棄物として、廃棄物処理法

に従って処理する。 

・排出事業者は、処理業者に対しあらかじめ以下５つの事項を通知する必要がある。なお、

⑤については、製品安全データシート(SDS)等により取り扱う際の注意事項を把握し、「廃

棄物情報の提供に関するガイドライン」に記載された情報伝達方法等に沿って処理業者に

知らせる必要がある。なお、過去に製造された泡消火薬剤には SDS がないものも存在する

が、泡消火薬剤の型式番号から PFOS 等含有を確認して必要な情報を知らせる必要がある。 

①PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物であること 

②数量、③種類・性状、④荷姿 

⑤PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

  

・PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の適正な取扱い及び分解処理を確保するため、技術的留意事

項が策定されている。 

○「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」 

https://www.env.go.jp/press/press_00659.html 

https://www.env.go.jp/press/press_00659.html
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・排出事業者は、PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理を委託するにあたり、当該技術的留意

事項に準拠した適正処理が可能な産業廃棄物処理業者を選択しなければならない。 

・処理可能な施設の情報は日本消火装置工業会が公開しているが、記載外の施設でも受け入

れ可能な場合があるため、委託に先立ち、廃棄物処理業者に直接確認を行うことが求めら

れる。 

・なお、管理目標参考値以下のものは技術的留意事項の対象外であるが、廃棄物処理法等の

関係法令を遵守し、適正に分解処理を行う必要がある。 
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参考資料－６. 消防法に基づく泡消火設備の点検 

【危険物施設の泡消火設備の点検】 

○ 危険物施設の泡消火設備については、1 年に 1 回以上点検し、点検記録を作成のうえ、3

年間保存しなければならない。 

○ 固定式の泡消火設備の点検は、泡の発泡機構や泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関

する知識及び技能を有する者が行わなければならない。 

【防火対象物の泡消火設備の点検】 

○ 防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置し、維持するとともに、定期的に点検し、

その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられている。 

○ 泡消火設備の点検は、関係者から業務委託された消防設備点検事業者が実施しているケ

ースが多いと考えられる。 

【石油コンビナート等災害防止法等の消防法以外の法令に基づく泡消火設備の点検】 

○ 石油コンビナート等災害防止法でも、特定事業者（コンビナート等の操業主体）に、原

則として 1 年に 1 回以上の頻度で、大容量泡放水砲等の泡消火設備の点検義務がある。 

 

■泡消火設備の点検の概要 

表 11 に、消防法に基づく泡消火設備の点検の概要を示す。 

 

表 11 消防法に基づく泡消火設備の点検の概要 
対象 消防法第 10 条（危険物施設）に係る 

泡消火設備の点検 

消防法第 17 条（防火対象物）に係る 

泡消火設備の点検 

点検の義務が

ある者 

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理

者または占有者 

［消防法第 14 条の 3 の 2］ 

消防用設備等の設置・維持の義務がある

防火対象物の関係者（建物管理者、所有

者、占有者） 

［消防法第 17 条の 3 の 3 

点検者 危険物取扱者又は危険物施設保安員※が、

又は危険物取扱者の立ち合いの下で専門

知識を有する者※ 

※は、第三種の固定式の泡消火設備の点

検は、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及

び性能の確認等に関する知識及び技能を

有する者に限る。 

［危険物の規制に関する規則第 62 条の 5

の 5、第 62 条の 6］ 

延べ面積 1,000 m2 以上で、消防長又は消

防署長が指定するもの等は、消防設備士

又は消防設備点検資格者に点検をさせな

ければならない。 

それ以外は、防火対象物の関係者が自ら

点検しなければならない。 

［消防法第 17 条の 3 の 3 消防法施行令

第 36 条］ 

点検の種類と

期間 

1 年に 1 回以上 

泡消火設備では、通常の定期点検の他に、

①又は②により泡の適正な放出を確認す

る一体的な点検が必要。 

①泡放出孔からの泡放出 

②試験による泡消火薬剤の性状及び性

能が適正であることの確認等 

［危険物規則第 62 条の 5 の 5、危険物の

規制に関する技術上の基準の細目を定め

る告示第 72 条］ 

■機器点検 

・6 か月毎に実施。 

■総合点検 

・1 年毎に実施。 

［消防庁告示］ 

なお、泡消火設備の点検基準等は令和 3

年 5 月に改正された（後述の「■泡消火

設備の点検基準・点検要領の改正につい

て」参照） 
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対象 消防法第 10 条（危険物施設）に係る 

泡消火設備の点検 

消防法第 17 条（防火対象物）に係る 

泡消火設備の点検 

報告 ➢ 定期点検や泡消火設備の点検の記録

は、3 年間保存しなければならな

い。 

［危険物規則第 62 の 7、第 62 の 8］ 

➢  

➢ 防火対象物の関係者は、1 年に 1 回

（特定防火対象物の場合）又は 3 年

に 1 回（非特定防火対象物の場

合）、点検結果を消防本部に提出し

なければならない。 

［消防法第 17 条の 3 の 3］ 

罰則 点検記録を作成しない、又は虚偽の点検

記録を作成、又は点検記録を保存しなか

った者は 30 万円以下の罰金又は拘留［消

防法第 44 条第 5 号］ 

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告し

た者は 30 万円以下の罰金又は拘留［消防

法第 44 条第 11 号、第 45 条第 3 号］ 

消防庁告示・・・消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて

行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件（平成 16 年 5 月

31 日）（消防庁告示第 9 号） 

危険物規則・・・危険物の規制に関する規則 

 

■泡消火設備の点検基準・点検要領の改正について 

点検業務における負担の軽減及び外部環境への放出頻度の低減を図ることを目的に、令和 3

年 5 月、泡消火設備の点検基準・点検要領が改正された。PFOS 等含有／非含有に関わらず、

全ての泡消火薬剤が対象である。 

一斉開放弁の点検は、従来は 6 月に 1 回、排水弁を開放して手動操作による機能確認が必要

であったが、改正後は、一斉開放弁の設置・交換後 15 年経過するまでは実施しなくてもよく、

その後も頻度を減らして実施できることとなった。 

泡消火薬剤の点検は、6 ヶ月に 1 回行う外観点検の他に、従来は 1 年に 1 回、泡放射を行っ

て発泡倍率、混合率等が設計図書に基づく範囲内であることを確認（これを「泡消火薬剤の分

布等の点検」という。）する総合点検を行う必要があったが、改正後は、泡消火薬剤の設置・

交換後 15 年（たんぱく泡は 5 年）経過するまでは泡放射を行う総合点検は実施しなくてよく、

その後も頻度を減らして実施できることとなった。また、分布等の点検方法として、泡放射に

よる方法に加えて薬剤性状のサンプリング検査による方法も認められることとなった。 

当該改正により、今後の点検では大量の廃棄物が発生する泡放射は採用されず、点検に伴う

放出物は一斉開放弁の機能確認時や流水検知装置の機能確認時の排水のみとなることが考えら

れる。 

  



20 

 

図 6 一斉開放弁の点検頻度の例 
出典：「泡消火設備に係る点検基準等の改正について」（消防庁、令和 3 年 7 月 2 日） 

 

 

図 7 泡消火薬剤の点検頻度の例 
出典：「泡消火設備に係る点検基準等の改正について」（消防庁、令和 3 年 7 月 2 日） 
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参考資料－７. 環境省による全国在庫量調査の結果について 

環境省にて４年毎に実施されている（令和６年、２年に実施）「PFOS 等含有泡消火薬剤全国

在庫量調査」の結果概要は、表 12に示すとおりである。 

 

【調査対象】 関係省庁・関係団体を通じ、PFOS 等含有泡消火薬剤が使用されている消防機

関、空港、自衛隊関連施設、石油コンビナート等、その他の施設を対象とした

調査が実施された。 

【調査方法】 関係省庁及び関係団体から PFOS 等含有泡消火薬剤を所有している施設に対

し、薬剤量や製品種類等を調査し、製品種類毎の PFOS 等含有濃度等を用い、

PFOS 等含有量を算出した。 

【調査結果】 

○ PFOS PFOS 含有泡消火薬剤量は 185.0 万 L、前回調査より約 45％減少（全国合計） 

泡消火薬剤中の PFOS 含有量は 11.45 t、前回調査より約 36％減少（全国合計） 

なお、一部の対象施設、都道府県においては、前回調査時より薬剤量や数量

が増加していたが、前回調査時以降に PFOS 含有泡消火薬剤が新たに設置され

ることはないため、調査の精度が向上したことが主な理由と考えられた。 

○ PFOA PFOA 含有泡消火薬剤量は 23.9 万 L（全国合計） 

泡消火薬剤中の PFOA 含有量は 0.012ｔ（全国合計） 

前回調査時には PFOA 含有泡消火薬剤は調査対象外。 

○ PFHxS 全国で同物質を含有する泡消火薬剤は確認されなかった。 

 

【調査結果の詳細の問合せ先】 調査結果の詳細については、対象施設ごとに各省庁の担当

部局に確認すること。 

（連絡先）https://www.env.go.jp/press/press_03919.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12 PFOS等含有泡消火薬剤全国在庫量調査の結果 

https://www.env.go.jp/press/press_03919.html
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出典：環境省（2024）PFOS 等含有泡消火薬剤全国在庫量調査の結果について 

 

  



26 

参考資料－８. 日本消火装置工業会による泡消火設備の調査 

日本消火装置工業会は、駐車場等に設置されている泡消火設備に含まれる PFOS 等含有泡消

火薬剤の実態把握と、代替薬剤への交換を促進するための取組みを行っている。この取組みは、

令和 5 年 12 月 1 日に環境省から発出された「PFOS 等を含有する泡消火薬剤の在庫量に関する

調査について（依頼）」に基づき実施されているものである。なお、本取組の初動は平成 22 年

10月である。当時は技術上の基準への適合が求められる製品が PFOSが使用されている消火器、

消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤のみであったが、その後の環境関連法令の改正に合わせ、調

査方法についても改良が重ねられてきた。 

 

調査の対象者 消防施設工事業者及び消防設備点検事業者 

なお、建物関係者（所有者、管理者、占有者）の了承を得て、調査に協力する。 

調査対象 【物件】点検事業者が点検を行っている駐車場向け泡消火設備物件 

【薬剤】泡消火薬剤貯蔵槽及びポリタンク等に入った予備の泡消火薬剤 

調査方法 調査対象物件ごとに、①～⑥を調査する。 

①泡消火薬剤の型式番号（泡第○○～○○号） 

②泡消火薬剤貯蔵槽に入っている泡消火薬剤の量 

③ポリタンク等に入った泡消火薬剤の量 

⑤「PFOS 含有泡消火薬剤 管理台帳登録済証」が貼付されている場合はその

管理番号 

⑥⑤の登録済証が貼付されておらず、調査時に泡消火薬剤の交換を行う場合

は、交換前及び交換後の泡消火薬剤それぞれの①～④情報 

調査完了後に「泡消火薬剤管理番号シール」を貯蔵槽やタンクに貼付する。 

調査結果を管理台帳に記入し、日本消火装置工業会まで報告する。 

出典：一般社団法人日本消火装置工業会「駐車場用の泡消火設備と使用する泡消火薬剤の調査方法について」日消装

発第 R05-23 号（令和 5 年 12 月作成、令和 6 年 3 月改訂）を参考に作成 

 

「泡消火薬剤管理番号シール（下記）」により、封入されている泡消火薬剤の型式番号を把

握することができる。また、当該シールが貼付されている泡消火薬剤貯蔵槽やポリタンク等は

日本消火装置工業会の調査において泡消火薬剤の種類や量が把握されている。これらの情報は

参考資料－７に示す「PFOS 等含有泡消火薬剤全国在庫量調査」にも反映されている。 
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出典：一般社団法人日本消火装置工業会「駐車場用の泡消火設備と使用する泡消火薬剤の調査方法について」日消装

発第 R05-23 号（令和 5 年 12 月作成、令和 6 年 3 月改訂）をもとに作成 
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参考資料－９. 封筒・調査票の例 

アンケート調査を実施するにあたり、事業者にアンケート調査票等を送付することが考えら

れるが、送付する際における留意事項は、以下に示すとおりである。 

 

＜封筒表の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「４.２ 調査票等の作成」で記載したとおり、調査票の設問設定は調査目的によるが、参考

となる調査票（案）は以下に示すとおりである。 

 

 

 

  

識別番号●●

住所
●●●
宛名
●●●
泡消火設備設置管理者 様

PFOS等含有泡消火薬剤についての
アンケート票在中
問合せ先：●●●●

ご住所にお間違いがなければ、
宛名が異なっていても、

中身のご確認をお願いします。

法人名や個人名が特定出来ない場合に、
共通で宛名として使用出来る名前があるとよい。

届出情報が最新ではない場合に、
住所と法人名が一致しない、現在の法人名では
ない、宛名となっている人がいない、等の可能
性がある。

設置届が出された住所に送った場合は、
その設置場所に変わらず設置されている可能性
があるため、宛名が違っても開けて良い旨を記
載しておく。

中身を見なくても、アンケート調査であること
や問合せ先が分かるように記載しておく。

送付者を識別番号で判別する場合、いくつか識
別番号を書いておくと良い。

不明点がある場合は、
点検事業者に相談してください。

点検事業者へ相談依頼するよう促す。
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＜調査票の例＞ 
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参考資料－１０. 日本消火装置工業会の型式番号別一覧表 

日本消火装置工業会が公表している型式番号別の泡消火薬剤の一覧（「泡消火薬剤の扱いに

関する資料」）は、（一社）消火装置工業会の「工業会情報」（https://shosoko.or.jp/info/）から

閲覧可能である。二次元コードは以下に示すとおりである。 

泡消火薬剤を取り巻く動向は、国内外問わず常に変化しており、最新の情報を確認すること

が重要である。 
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参考資料－１１. 都道府県消防設備協会の連絡先一覧 

都道府県消防設備協会一覧（https://www.syoubounet.jp/）各都道府県の消防設備協会のサイト

に移動できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各都道府県の消防設備協会のホームページ等を参考に（株）エックス都市研究所が作成  

No 都道府県名 協会名 連絡先
1 北海道 一般社団法人 北海道消防設備協会 011(205)5951
2 青森県 一般社団法人 青森県消防設備保守協会 017(757)8220
3 岩手県 一般財団法人 岩手県防災保安協会 019(631)1625
4 宮城県 一般社団法人 宮城県消防設備協会 022(223)3650
5 秋田県 一般社団法人秋田県消防設備協会 018(835)5880
6 山形県 一般社団法人 山形県消防設備協会 023(629)8477
7 福島県 一般社団法人 福島県消防設備協会 024(529)7120
8 茨城県 一般社団法人 茨城県消防設備協会 029(226)9611
9 栃木県 一般財団法人栃木県消防設備保安協会 028(625)4611

10 群馬県 一般社団法人 群馬県消防設備協会 027(210)8222
11 埼玉県 一般社団法人埼玉県消防設備協会 048(864)8381
12 千葉県 一般社団法人 千葉県消防設備協会 043(306)3871
13 東京都 公益財団法人 東京防災救急協会 03(3556)3700
14 神奈川県 一般財団法人 神奈川県消防設備安全協会 045(201)1908
15 新潟県 一般財団法人新潟県消防設備協会 025(284)2420
16 富山県 一般財団法人富山県消防設備保守協会 076(422)1135
17 石川県 一般社団法人 石川県消防設備協会 076(282)9144
18 福井県 一般社団法人福井県防災安全協会 0776(27)3760
19 山梨県 一般社団法人 山梨県消防設備協会 055(223)0119
20 長野県 一般社団法人 長野県消防設備協会 026(217)3119
21 岐阜県 一般財団法人 岐阜県消防設備協会 058(277)7175
22 静岡県 一般財団法人 静岡県消防設備協会 054(252)5541
23 愛知県 一般財団法人愛知県消防設備安全協会 052(452)0710
24 三重県 一般財団法人 三重県消防設備安全協会 059(226)8726
25 滋賀県 一般社団法人 滋賀県防火保安協会連合会 077(521)3921
26 京都府 一般社団法人 京都消防設備協会 075(231)7601
27 大阪府 一般財団法人 大阪府消防防災協会 06(6943)7654
28 兵庫県 一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 078(894)3303
29 奈良県 一般社団法人奈良県防災安全協会 0742(81)9788
30 和歌山県 公益財団法人 和歌山県消防設備保守協会 073(402)2657
31 鳥取県 一般社団法人 鳥取県消防設備協会 0857(26)5165
32 島根県 一般社団法人島根県消防設備協会 0852(28)7305
33 岡山県 一般社団法人岡山県消防設備協会 086(272)9988
34 広島県 一般財団法人 広島県消防設備協会 082(243)2002
35 山口県 一般財団法人山口県消防設備協会 083(923)7778
36 徳島県 一般財団法人徳島県消防設備協会 088(679)8351
37 香川県 一般社団法人 香川県消防設備協会 087(833)4797
38 愛媛県 一般財団法人 愛媛県消防設備協会 089(996)7141
39 高知県 一般社団法人 高知県消防設備協会 088(856)8211
40 福岡県 一般財団法人 福岡県消防設備安全協会 092(409)7936
41 佐賀県 一般社団法人 佐賀県消防設備安全協会 0952(30)2190
42 長崎県 一般財団法人 長崎県消防設備協会 095(827)4756
43 熊本県 一般社団法人 熊本県消防設備協会 096(371)1454
44 大分県 一般財団法人大分県消防設備安全協会 097(537)3125
45 宮崎県 一般財団法人 宮崎県消防設備協会 0985(27)7348
46 鹿児島県 一般社団法人鹿児島県消防設備安全協会 099(226)1780
47 沖縄県 一般社団法人 沖縄県消防設備協会 098(943)5574

https://www.syoubounet.jp/
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参考資料－１２. パイロット調査で多く寄せられた問合せ 

Q.同一事業所にアンケートが複数届いているが、統合して回答してよいか。 

A.泡消火設備・薬剤が複数あり、届出が出された実績から、複数のアンケート調査が郵送さ

れていると推測される。届いた全調査票の識別番号を事務局に伝えた上で、統合して回答し

てもかまわない。 

 

Q.管理している複数の事業所にアンケートが届いている。統合して回答してよいか。 

A.薬剤が保有されている場所と薬剤情報を併せて把握したいことから、識別番号と保有場所

で保有している薬剤を区別して回答いただきたい。同じ管理者が複数の回答をすることは問

題ない。 

 

Q. 住所はあっているが、宛名は異なっている。開封してよいか。 

A.アンケート調査である。前の事業所使用者が設置した設備を引き継いでいる可能性がある

ため、内容を確認いただき、関係する場合はご回答いただき、管理者が別にいる場合には本

依頼書一式をお渡しいただきたい。 

 

Q. 誰が回答するべきか。 

A.特定の回答者は指定していない。貴施設の消火設備や消火薬剤等の状況を把握されている

方であれば、どなたでも回答可能である。なお、消火設備の点検事業者に確認や記入を依頼

しても差し支えない。 

 

Q. 回答できる者がいないため、点検事業者に依頼資料一式を渡して回答してもよいか。 

A.点検事業者に確認や記入を依頼しても差し支えない。ただし、識別番号により、住所及び

調査対象施設が判別できるようにしているため、web フォームの二次元コードや調査票を渡

すだけでなく、識別番号が分かる資料一式で依頼されることが望ましい。 

 

Q. 選択肢にない型式番号だが、どのように回答すればよいか。 

A.選択肢の中の「その他」を選択し、自由記述欄に記載していただきたい。 

 

Q. 薬剤量は概算でよいか。 

A.概算値で差し支えない。貯蔵槽内の正確な薬剤残量が不明な場合は、貯蔵槽の容量（最大

貯蔵量）を記載していただきたい。ポリタンクを複数保有している場合も、容器の容量と個

数から算出した概算値で問題ない。※記載例：20L×6（個）＝120L 

 

Q. 薬剤量、薬剤の型式番号や製造メーカー等一切分かるものがないが、泡消火薬剤を保有し

ていることは把握している。どうすればよいか。 

A.薬剤を保有しているが、情報については分からない旨を自由記述欄で記載してほしい。ま

た、何か少しでも回答できる情報があれば記載してほしい。写真でもよい。 

 

Q. 近々薬剤を非含有の薬剤に代替する予定だが、回答は必要か。 

A.回答いただきたい。 
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参考資料－１３. 委員会の委員名簿 

本マニュアルは、表 13に示す委員構成の委員会にて諮られ、承認された。また、消防庁等、

関係省庁にも意見を伺った。 

 

表 13 委員会の委員名簿 

氏名（五十音順） 所属・役職 

入江健一 
（一社）日本消火装置工業会 

 

亀屋隆志 
横浜国立大学 大学院環境情報研究院  

自然環境と情報部門 教授 

寺下明文 
神奈川県環境農政局環境部環境課 課長 

 

平井康宏 
京都大学 環境安全保健機構 環境管理部門 

部門長・教授 

吉田悦教 
千葉経済大学経済学部 

特任教授 

 

 


